
平成29年度 伊勢市の人事行政の運営等の状況について

　「伊勢市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」（平成17年伊勢市条例第216号）の規定
 に基づき、伊勢市職員の給与や部門別職員数などを公表します。

　※なお、国・類似団体等の比較資料が提供されていませんので、現在は空白になっております。
　　資料が提供され次第、掲載いたします。

○伊勢市の給与・定員管理等について

１　総括
(1) 人件費の状況（一般会計決算）

(2) 職員給与費の状況（一般会計決算）

　　　　　計　　　　　Ｂ

（注）１　職員手当には退職手当及び退職手当組合負担金を含みません。

      ２　職員数は、平成28年4月1日現在の人数です。

      ３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が

　　　　　含まれており、職員数には当該職員を含んでいません。

(3) ラスパイレス指数の状況（平成29年4月1日現在）

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

（注）１　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を
　　　　用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数。

3,520,312 697,677 1,374,447 5,592,436 5,868 6,397

一人当たり給与費

28年度
人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

953

区　分
職員数 給　　与　　費 一人当たり給与費 （参考）類似団体平均

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 Ｂ／Ａ

128,800 49,963,775 873,326 7,964,238 15.9 15.8

　　　　　　Ｂ Ｂ／Ａ 平成27年度人件費率

28年度
人　 　　　　　　　千円 　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　　％ 　　　　　　　　　　　％

区　　分
住民基本台帳人口 歳　出　額　 実質収支 人　件　費 人件費率 （参考）
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(4) 給与制度の総合的見直しの実施状況について

①給料表の見直し

［　実施　　未実施］

②その他の見直し内容

２　一般行政職給料表の状況（平成29年4月1日現在）
（単位：円）

３　一般行政職給料表の状況（平成29年4月1日現在）

(１) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成29年4月1日現在）

　　 ①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　 ②技能労務職

（注）１　「平均給料月額」とは、平成29年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての　　　　　 

　　　　諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。

　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の　　　

　　　　手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。

　　　３　伊勢市・三重県・国・類似団体については、正規職員の人数及び平均データです。　

類似団体 50.3歳 48人 333,058円 388,944円 372,786円

国 50.6歳 2,722人 286,833円 ― 328,360円

三重県 51.5歳 ― 350,574円 406,054円 ―

うち学校
給食調理員

44.2歳 20人 291,400円 308,575円 295,435円

うち清掃職員 51.1歳 42人 337,800円 368,789円 349,781円

うち用務員 53.8歳 10人 347,500円 366,560円 356,320円

伊勢市 49.3歳 107人 323,700円 351,582円 333,364円

区　　分
平均
年齢

職員数 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国ベース）

国 43.6 330,531 ― 410,719

類似団体 42.3 320,883 408,493 371,942

伊勢市 42.2 324,900 399,705 348,748

三重県 43.7 347,677 443,324 ―

409,400 444,100 467,800

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国ベース）

最高号給の
給料月額

246,600 303,400 349,200 380,200 392,200

８級
１号給の
給料月額

141,600 191,700 227,900 261,100 287,100 317,700 361,800 407,300

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給

割合の見直し等に取り組むとされている。

（給料表の改定実施時期） 平成２７年４月１日

（内容）一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均２％引下げ。

激変緩和のため、３年間（平成３０年３月３１日まで）の経過措置（現給保障）を実施。

他の給料表については、一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施。

管理職員特別勤務手当について、国と同様に見直しを実施。（平成２７年４月１日実施）



(２) 職員の初任給の状況（平成29年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

(３) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成29年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

４　一般行政職の級別職員数等の状況

（１）一般行政職の級別職員数の状況（平成29年4月1日現在）

人 ％

人 ％

人 ％

人 ％

人 ％

人 ％

人 ％

人 ％

人 ％

（注）１　伊勢市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

　合　計 476 100.0

８　級 　部　長 12 2.5

７　級 　次　長 15 3.1

６　級 　課　長 58 12.2

５　級 　課長補佐 46 9.7

４　級 　係　長 98 20.6

３　級 　主　事 167 35.1

２　級 　職　員 55 11.6

１　級 　職　員 25 5.2

区　　分 標準的な職務内容 職員数 構成比

230,600 287,200

224,500 266,000 306,200

技能労務職
高　校　卒 209,800 257,300 290,300

中　学　卒 194,300

区　　　         分 経験年数１０年 経験年数１５年 経験年数２０年

一般行政職
大　学　卒 250,100 296,900 339,750

高　校　卒

消　防　職
大　学　卒 197,500 － －

高　校　卒 167,600 － －

155,800 154,900 146,100

技能労務職 高　校　卒 153,000 154,900 －

区　　　分 伊勢市 三重県 国

一般行政職
大　学　卒 184,800 189,200 178,200

高　校　卒

1級 5.2% 1級 4.7% 1級 2.6%
2級 11.6% 2級 10.8%

2級 9.2%

3級 35.1% 3級 38.6% 3級 42.1%

4級 20.6%
4級 21.3% 4級 20.4%

5級 9.7% 5級 6.7% 5級 8.6%

6級 12.2% 6級 12.3% 6級 12.2%7級 3.1% 7級 3.0%

7級 4.9%8級 2.5% 8級 2.6%
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(２) 昇給への勤務成績の反映状況

５　職員の手当の状況

(１) 期末手当・勤勉手当(一般会計)

千円 千円

（28年度支給割合） （28年度支給割合） （28年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　 勤勉手当 期末手当　　　　　　　 勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　 勤勉手当

月分 月分 月分 月分 月分 月分

（ ） 月分 （ ） 月分 （ ） 月分 （ ） 月分 （ ） 月分 （ ） 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

　・役職加算　5～15％ 　・役職加算　 　 5～20％ 　・役職加算　 　 5～20％

　・管理職加算　15～25％ 　・管理職加算　15～25％

（注）　(　)内は、再任用職員に係る支給割合です。

　○勤勉手当への勤務成績の反映状況（一般行政職）

(２) 退職手当（平成29年4月1日現在）

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

　（定年前早期退職特例措置：2％～45％加算） 　（定年前早期退職特例措置：2％～45％加算）

１人当たり平均支給額　　　（自己都合）

（定年ほか）

（注）１　旧三町村職員については三重県市町総合事務組合に加入しているため、退職手当は旧伊勢市職員について記載しています。

　　　２　1人当たりの平均支給額については平成28年度の状況を掲載しています。

(３) 地域手当（平成29年4月1日現在）

千円

千円

％ 人 ％

％ 人 ％

一級地（東京都特別区） 20 1 20

六級地（三重県津市） 6 6 6

支給実績（平成28年度決算） 1,770

支給職員１人当たり平均支給年額（平成28年度決算） 253

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

49.59 49.59 49.59 49.59

4,267千円　

20,545千円　

29.145 34.5825 29.145 34.5825
41.325 49.59 41.325 49.59

（支給率）　　　　　　　　　自己都合　　　　　応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　   　　  応募認定・定年

20.445 25.55625 20.445 25.55625

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

伊　勢　市 国

2.60 1.70
1.45 0.80 1.45 0.80 1.45 0.80

標準に加え、上位及び下位の成績率も適用 ○ ○ ○

標準に加え、上位の成績率も適用

標準に加え、下位の成績率も適用

○

平成28年4月2日から平成29年4月1日
までにおける運用

イ　人事評価を実施した

標準に加え、上位及び下位の区分も適用

標準に加え、上位の区分も適用

標準に加え、下位の区分も適用

標準の区分のみ適用

ロ　人事評価を実施していない

伊勢市 国

管理職員 一般職員 特定管理職員 一般職員

○ ○ ○ ○

○ ○

1,671

2.60 1.70

標準の成績率のみ適用 ○

伊　勢　市 三重県 国

１人当たり平均支給額（平成28年度） １人当たり平均支給額（平成28年度） －

ロ　人事評価を実施していない

○ ○

平成28年度中における運用
伊勢市 国

管理職員 一般職員 特定管理職員 一般職員

イ　人事評価を実施した ○ ○ ○

1,432

2.60 1.70



（４）特殊勤務手当（平成29年4月1日現在）

千円

　円

　％

（注）同一の手当で「日額」と記載があるものの重複支給はありません。

（５）時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円支給職員１人当たり平均支給年額（27年度決算） 403

支給実績（28年度決算） 310,722

支給職員１人当たり平均支給年額（28年度決算） 363

支給実績（27年度決算） 342,455

救急救命士が救急業務を
行った場合

日額　300円

災害時出動手当 全職員
災害時の招集、作業、罹災
世帯の調査、死亡者の収容

災害時の招集　   日額　1,000円
災害時屋外作業  日額　1,200円
災害調査員　　  　日額　　400円
行方不明者捜索  日額　2,000円
死体収容作業　   日額　6,000円

変則勤務手当 保育所（園）の職員
正規の勤務時間が早番に
割り振られた場合

7時30分以前に出務
日額　300円

消防手当 消防職員

救急業務に従事した場合
消防業務に緊急出動した場合

１回につき　300円

正規の勤務時間が深夜に割り振
られた場合（22：00～5：00）

１回につき　400円

公害、防疫業務従事手当 環境課・農林水産課職員 公害・汚水検査、消毒業務
公害・汚水検査 日額　300円
消毒・噴霧作業 日額　500円

危険業務従事手当 維持課職員

・毒劇物の取扱業務
・高所・深所の特殊現場の
　作業
・他者から危害を受けた場合

毒劇物取扱　　 日額　200円
危険場所作業　日額　400円

身体に危害を受けた 場合
１件　3,000円

こども発達支援施設勤務手
当

おおぞら児童園職員 おおぞら児童園で勤務した場合 日額　200円

清掃業務等従事手当 環境課・清掃課職員
廃棄物の収集、運搬業務
及び分別業務、
し尿浄化槽検査

廃棄物の収集運搬・し尿浄化槽
検査　　　　　　　　　日額　500円
上記ほか分別、処分作業に従事
した場合　　　　　　日額　1,050円

税務等調査交渉従事手当
税務関係・福祉関係・用地交渉
担当職員

滞納整理・検税・福祉調査
・用地交渉業務

滞納整理・用地交渉　日額400円
　その他　日額300円

行旅病人、同死亡人
取扱手当

生活支援課職員
身元不明病人の救護及び死亡人
の葬送業務

病　 人　１件　3,000円
死亡人　１件　6,000円

手当の種類（手当数） 9種類
手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

支給実績（平成28年度決算） 26,521
支給職員１人当たり平均支給年額（平成28年度決算） 42,096
職員全体に占める手当支給職員の割合（平成28年度） 42.5



（６）その他の手当（平成29年4月1日現在）

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

57,378 597,683

管理職員
特別勤務手当

（管理職員が休祝日に勤務を命ぜ
られたとき）
・課長職１回　7,000円
・部長職１回　8,500円
（管理職員が休祝日以外の日の深
夜に災害等により勤務を命ぜられ
たとき）
・課長職１回　3,500円
・部長職１回　4,300円
（6時間超の場合は150/100を乗じ
る）

異なる

（休祝日）
・１種　12,000円　・２種
10,000円　・３種
8,500円　・４種　 7,000
円　　　・５種　 6,000円
（休祝日以外の日）
・１種　6,000円　・２種
5,000円　・３種　4,300
円　・４種　 3,500円　・
５種　 3,000円
（6時間を超えた場合は
150/100を乗じる）

6,750 66,833

管理職手当

・部長
　　月額　69,000円
・次長・参事
　　月額　55,000円
・課長
　　月額　49,000円
・副参事
　　月額　40,000円

異なる

・給料月額に対する
　支給割合
７級（伊勢部長級）
・2種　88,500円
・3種　77,400円
・4種　66,400円
6級（伊勢課長級）
・3種　72,700円
・4種　62,300円
・5種　51,900円

夜間勤務手当
・22：00～5：00の間に勤務が割り振
られたとき
・時間外勤務単価×25/100

同じ 29,655 188,887

休日給
・休日に勤務が割り振られ
たとき（消防職員のみ）
・時間外勤務単価×135/100

同じ 62,319 472,117

69,685 円

交通用具（自転車等）
利用者
2ｋｍ未満　　　　支給無し
2～3ｋｍ未満　 　2,500円
3～4ｋｍ未満 　　3,500円
4～5ｋｍ未満 　　4,300円
5～6ｋｍ未満 　　4,600円
6～7ｋｍ未満 　　4,900円
7～8ｋｍ未満 　　5,200円
8～10ｋｍ未満   5,500円
10～15ｋｍ未満  7,600円
15～20ｋｍ未満  9,000円
20～25ｋｍ未満 10,400円
25～30ｋｍ未満 11,800円
30～35ｋｍ未満 13,200円
35～40ｋｍ未満 14,600円
40～45ｋｍ未満 15,900円
45～50ｋｍ未満 17,700円
50～55ｋｍ未満 19,500円
55～60ｋｍ未満 21,300円
60ｋｍ以上　　　 23,100円

異なる

交通用具利用者
2ｋｍ未満…支給無し
2～5ｋｍ未満
…2,000円
5～10ｋｍ未満
…4,200円
10～15ｋｍ未満
…7,100円
15～20ｋｍ未満
…10,000円
20～25ｋｍ未満
…12,900円
25～30ｋｍ未満
…15,800円
30～35ｋｍ未満
…18,700円
35～40ｋｍ未満
…21,600円
40～45ｋｍ未満
…24,400円
45～50ｋｍ未満
…26,200円
50～55ｋｍ未満
…28,000円
55～60ｋｍ未満
…29,800円
60ｋｍ以上…31,600円

通勤手当

公共交通機関利用者
定期券相当分支給
（支給限度額55,000円）

同じ

54,354 千円

住居手当

◎借家・借間
・家賃12,000円以下
　支給無し
・12,001円～23,000円以下
　支給額（家賃－12,000円）
・23,001円～55,000円未満
　支給額（家賃－23,000円）
     ×1/2＋11,000円
・55,000円以上
　支給額　27,000円

同じ
39,569 297,511

支給職員１人当たり
平均支給年額
（28年度決算）

扶養手当

・配偶者　　　　　　　　　　10,000円
・子　　　　　　　　 　　　　　 8,500円
・上記以外の　被扶養者　6,500円
※　配偶者のない場合の１人目
     子 　　  10,000円
     子以外　9,000円
・16～22歳の子に対し
　　　　　　　 5,000円加算

同じ 108,638 242,496

手　当　名 内容及び支給単価
国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支給実績
（28年度決算）



６　特別職の報酬等の状況（平成29年4月1日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

月分 　・役職加算　20％

月分 　・役職加算　20％

月分 　・役職加算　20％

月分 　・役職加算　20％

月分 　・役職加算　20％

月分 　・役職加算　20％

７　職員数の状況

 (１) 部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年4月1日現在）

（注）1　職員数には、伊勢広域環境組合派遣職員の人数は含まれていません。

合　         　計 1,432 1,421 11

下 水 道 32 32 0
そ の 他 42 41 1

　 公
　 営
　 企会
　 業計
　 等部
　 　 門

病　　　院 358 357 1

・看護師の採用による増
水　　　道 37 37 0

小　　　計 469 467 2

▲ 4
小　　　計 297 303 ▲ 6

 　特
 　別
 　行部
 　政門

教　　　育 101 103 ▲ 2 ・業務の見直し、効率化、退職者の補充抑制などによる
減消　　　防 196 200

土　　　木 89 84 5
小　　　計 666 651 15

一

般

行

政

部

門

議　　　会 7 7 0

・福祉業務・国体関連事業の増による増
・業務の見直し、効率化、退職者の補充抑制、組織の見
直しなどによる減

総　　　務 155

農林水産 24 23 1
商　　　工 40 32 8

衛　　　生 85 90 ▲ 5
労　　　働 2 2 0

税　　　務 47 46 1
民　　　生 217 204 13

163 ▲ 8

教　育　長 　200/100×在職年数×給料月額 　　任期毎

　　　　　　　　区　　分
部　　門

職　　　員　　　数 対前年
増減数

主 な 増 減 理 由
平成29年 平成28年

退
職
手
当

　　（算定方式） 　（支給時期）

市　　　長 　450/100×在職年数×給料月額 　　任期毎

副　市　長 　280/100×在職年数×給料月額 　　任期毎

副　議　長 3.25

議　　　　員 3.25

教　育　長 4.3

議　　　　長 　　（平成28年度支給割合） 3.25

448,000 620,000 377,000

期
末
手
当

市　　　　長 　　（平成28年度支給割合） 4.3

副　市　長 4.3

報
酬

議　　　　長 564,000 760,000 450,000

副　議　長 506,000 670,000 400,000

議　　　　員

副　市　長 780,000 880,000 481,000

教　育　長 678,000 - -

区　　　分 給　　料　　月　　額　　等

給
料

（参考）類似団体における最高／最低額

市　　　　長 1,006,000 1,030,000 432,000



(２) 年齢別職員構成の状況（平成29年4月1日現在）

　

(３) 職員数の推移

（単位 ： 人 ・ ％ ）

　　（注） 1　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。

(1.5%)

35 (8.1%)

総合計 1,411 1,390 1,397 1,415 1,421 1,432 21

963 ▲ 14 (▲ 1.4%)

公営企業等会計計 434 438 448 469 467 469

普通会計計 977 952 949 946 954

(▲ 22.9%)

消防 189 189 189 196 200 196 7 (3.7%)

9 (1.4%)

教育 131 123 119 107 103 101 ▲ 30

平成29年
過去5年間

の増減数（率）

一般行政 657 640 641 643 651 666

　　　　　　　　　年　度
　部門別

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年

191 139 143 119 6 1,432
職員数

6 67 117 125 152 178 189

人 人 人 人 人

区　分

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳

人 人 人 人

51歳 55歳 59歳 以上

人 人 人 人

～ ～ ～ ～

48歳 52歳

計

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳

～ ～～ ～ ～ ～

56歳 60歳

0
2
4
6
8

10
12
14
16

2
0
歳
未
満

2
0
｜
2
3

2
4
-
2
7

2
8
-
3
1

3
2
-
3
5

3
6
-
3
9

4
0
-
4
3

4
4
-
4
7

4
8
-
5
1

5
2
-
5
5

5
6
-
5
9

6
0
歳
以
上

構成比%



８　公営企業職員の状況

(１)　水道事業

① 職員給与費の状況

ア　決算

（注）資本勘定支弁職員の職員給与費75,774千円は含みません。

（注）１ 職員手当には、退職手当及び退職手当組合負担金を含みません。

      ２ 職員数は、平成29年3月31日現在の人数である。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成29年4月1日現在）

歳 円 円

歳 円 円

(注)　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円

（平成28年度支給割合） （平成28年度支給割合）

　　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

　・役職加算　5～15％ 　・役職加算　5～15％

（注）　(　)内は、再任用職員に係る支給割合です。

　（参考）　勤勉手当への勤務実績の反映状況

イ　退職手当（平成29年4月1日現在）

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

　（定年前早期退職特例措置：2％～45％加算） 　（定年前早期退職特例措置：2％～45％加算）

１人当たり平均支給額　　　（自己都合） １人当たり平均支給額　　　　（自己都合）

（勧奨・定年） （勧奨・定年）

（注）１　旧三町村職員については三重県市町総合事務組合に加入しているため、退職手当は旧伊勢市職員について記載しています。

　　　２　1人当たりの平均支給額については平成28年度の状況を掲載しています。

20,480千円　 20,545千円　

49.59 49.59 49.59 49.59

退職者なし 4,267千円　

29.145 34.5825 29.145 34.5825

41.325 49.59 41.325 49.59

平成２５年１２月分から管理職員を対象に勤務評定を実施し、手当に反映している。

伊　勢　市（水道事業） 伊　勢　市（全体）

（支給率）　　　　　　　　　自己都合　　　　　勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　     　　勧奨・定年

20.445 25.55625 20.445 25.55625

計 2.6（1.45） 1.7（0.8） 計 2.6（1.45） 1.7（0.8）

伊　勢　市（水道事業） 伊　勢　市（一般会計）

１人当たり平均支給額（平成28年度） １人当たり平均支給額（平成28年度）

1,553 1,432千円

伊勢市 45.09 338,114 503,769

団体平均 44.4 343,701 513,093

6,184 6,166

　　　　　　区　　分 平均年齢 基本給 平均月収額

28年度 37人 146,253 25,100 57,450 228,803

一人当たり給与費

千円　 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　

区分
職員数 給　　与　　費 一人当たり

給与費　Ｂ／Ａ

（参考）類似団体平均

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　B

28年度 2,223,642 481,670 232,891 10.5 11.2

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ 占める職員給与費比率

　　　　千円 千円　 千円　 ％　　　　 ％　

区分
総費用

純損益又は
職員給与費

総費用に占める （参考）

実質収支 職員給与費比率 　　27年度の総費用に



ウ　特殊勤務手当（平成29年4月1日現在）

千円

　円

　％

同上 夜間工事に従事した場合

同上

同上

エ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

オ　その他の手当（平成29年4月1日現在）  

円

円

円

円

円

636,280

管理職員特別勤務手当 一般会計に同じ 51 千円 17,100

管理職手当 一般会計に同じ 1,909 千円

256,420

通勤手当 一般会計に同じ 3,158 千円 85,341

住居手当 一般会計に同じ 1,282 千円

支給職員１人当たり
平均支給年額
（28年度決算）

扶養手当 一般会計に同じ 5,028 千円 209,500

支給職員１人当たり平均支給年額（27年度決算） 251

手　当　名 内容及び支給単価
国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支給実績
（28年度決算）

支給実績（28年度決算） 12,569

支給職員１人当たり平均支給年額（28年度決算） 370

支給実績（27年度決算） 8,802

身体に危害を受けた場合 １件につき　3,000円

変則勤務手当
正規の勤務時間が休日、早番、
遅番に該当した場合

日額　　400円

清掃業務等従事手当
廃棄物の収集、運搬、処分に従
事した場合

日額　　500円

夜間工事従事手当 １回につき　2,200円

危険業務従事手当 同上

道路上の配管・修繕工事 日額　　300円

深所・傾斜地・高所の業務 日額　　400円

危険薬剤、機器に従事する
職員

月額　 2,500円

調査交渉従事手当 水道職員

停水処分に従事した場合 日額　　400円

滞納整理業務を行った場合 日額　　400円

検針・集金作業業務に従事
した場合

日額　　300円

職員全体に占める手当支給職員の割合（28年度） 71.6

手当の種類（手当数） 5種類

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

支給実績（28年度決算） 1,103

支給職員１人当たり平均支給年額（28年度決算） 41,604



(２)　下水道事業

① 職員給与費の状況

ア　決算

（注）資本勘定支弁職員の職員給与費 96,441千円は含みません。

（注）１ 職員手当には、退職手当及び退職手当組合負担金を含みません。

      ２ 職員数は、平成29年3月31日現在の人数である。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成29年4月1日現在）

歳 円 円

歳 円 円

(注)　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

（平成28年度支給割合） （平成28年度支給割合）

　　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

　・役職加算　5～15％ 　・役職加算　5～15％

（注）　(　)内は、再任用職員に係る支給割合です。

　（参考）　勤勉手当への勤務実績の反映状況

イ　退職手当（平成29年4月1日現在）

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

　（定年前早期退職特例措置：2％～45％加算） 　（定年前早期退職特例措置：2％～45％加算）

１人当たり平均支給額　　　（自己都合） １人当たり平均支給額　　　　（自己都合）

（勧奨・定年） （勧奨・定年）

（注）１　旧三町村職員については三重県市町総合事務組合に加入しているため、退職手当は旧伊勢市職員について記載しています。

　　　２　1人当たりの平均支給額については平成28年度の状況を掲載しています。

26,125千円　 20,545千円　

49.59 49.59 49.59 49.59

12,691千円　 4,267千円　

29.145 34.5825 29.145 34.5825

41.325 49.59 41.325 49.59

平成２５年１２月分から管理職員を対象に勤務評定を実施し、手当に反映している。

伊　勢　市（下水道事業） 伊　勢　市（全体）

（支給率）　　　　　　　　　自己都合　　　　　勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　     　　勧奨・定年

20.445 25.55625 20.445 25.55625

計 2.6（1.45） 1.7（0.8） 計 2.6（1.45） 1.7（0.8）

伊　勢　市（下水道事業） 伊　勢　市（一般会計）

１人当たり平均支給額（平成28年度） １人当たり平均支給額（平成28年度）

1,499千円 1,432千円

伊勢市 40.10 322,870 476,642

団体平均 43.3 340,980 510,993

5,953 6,130

　　　　　　区　　分 平均年齢 基本給 平均月収額

28年度 32人 122,060 20,440 47,980 190,480

一人当たり給与費

千円　 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　

区分
職員数 給　　与　　費 一人当たり

給与費　Ｂ／Ａ

（参考）類似団体平均

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　B

28年度 3,338,091 272,893 203,027 6.1 5.8

Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ 占める職員給与費比率

　　　　千円 千円　 千円　 ％　　　　 ％　

区分
総費用

純損益又は
職員給与費

総費用に占める （参考）

実質収支 職員給与費比率 　　27年度の総費用に

Ａ  



ウ　特殊勤務手当（平成29年4月1日現在）

千円

　円

　％

400円

500円

500円

エ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

オ　その他の手当（平成29年4月1日現在）  

円

円

円

円

円

622,005

管理職員特別勤務手当 一般会計に同じ 116 千円 29,000

管理職手当 一般会計に同じ 2,488 千円

271,500

通勤手当 一般会計に同じ 2,614 千円 93,374

住居手当 一般会計に同じ 543 千円

支給職員１人当たり

平均支給年額

（28年度決算）

扶養手当 一般会計に同じ 5,521 千円 230,021

支給職員１人当たり平均支給年額（27年度決算） 233

手　当　名 内容及び支給単価
国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支給実績
（28年度決算）

支給実績（28年度決算） 9,116

支給職員１人当たり平均支給年額（28年度決算） 326

支給実績（27年度決算） 6,767

400円

清掃業務等従事手当 同上

廃棄物の収集若しくは運搬、溝渠の清掃又
は汚土の運搬若しくは処分の作業に従事し
たとき

日額

下水道法の規定による立入検査に従事した
とき

日額

調査交渉従事手当 下水道職員

庁外において、滞納整理事務に直接従事し
たとき

日額

事業の用に供する土地若しくは建築物の取
得等若しくはこれらに伴う物件の移転又は
事業の施行により生ずる損失の補償に係る
当該土地若しくは建築物の所有者等又は
被補償者等との交渉事務に従事したとき

日額

職員全体に占める手当支給職員の割合（28年度） 31.3

手当の種類（手当数） 4種類

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

支給実績（28年度決算） 42

支給職員１人当たり平均支給年額（28年度決算） 4,160



(３)　病院事業

① 職員給与費の状況

ア　決算

（注） 資本勘定支弁職員に係る職員給与費28,764千円を含まない。

（注）１ 職員手当には、退職手当及び退職手当組合負担金を含まない。

      ２ 職員数は、平成29年３月31日現在の人数である。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成29年4月1日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

(注)　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

（平成28年度支給割合） （平成28年度支給割合）

　　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

　・役職加算　5～15％ 　・役職加算　5～15％

（注）　(　)内は、再任用職員に係る支給割合です。

　（参考）　勤勉手当への勤務実績の反映状況

イ　退職手当（平成29年4月1日現在）

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

　（定年前早期退職特例措置：2％～45％加算） 　（定年前早期退職特例措置：2％～45％加算）

１人当たり平均支給額　　　（自己都合） １人当たり平均支給額　　　　（自己都合）

（応募認定・定年） （応募認定・定年）

（注）１　旧三町村職員については三重県市町総合事務組合に加入しているため、退職手当は旧伊勢市職員について記載しています。

　　　２　1人当たりの平均支給額については平成28年度の状況を掲載しています。

20,545千円　

49.59 49.59 49.59 49.59

4,267千円　

29.145 34.5825 29.145 34.5825

41.325 49.59 41.325 49.59

884千円　

24,416千円　

平成２５年１２月分から経営推進部管理職員等を対象に勤務評定を実施し、手当に反映している。

伊　勢　市（病院事業） 伊　勢　市（全体）

（支給率）　　　　　　　　　自己都合　　　応募認定 ・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　     　応募認定・定年

20.445 25.55625 20.445 25.55625

計 （1.45） （0.8） 計 （1.45） （0.8）

１人当たり平均支給額（平成28年度） １人当たり平均支給額（平成28年度）

1,567千円 1,432千円

2.60 1.70 2.60 1.70

事業者 69.0 2,165,140

伊　勢　市（病院事業） 伊　勢　市（一般会計）

36.6 315,049 469,192

伊勢市
（病院事業）

医　師 43.8 559,759 1,475,890

看護師 40.8 307,125 466,393

事務職

7,220 6,848

区　　分 平均年齢 基本給 平均月収額

28年度 355人 1,359,790 642,133 561,151 2,563,074

一人当たり給与費

人 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　

区分
職員数 給　　与　　費 一人当たり

給与費　Ｂ／Ａ

（参考）類似団体平均

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　B

28年度 6,240,937 49,517 3,770,719 60.4 59.7

Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ 占める職員給与費比率

　　　　千円 千円　 千円　 ％　　　　 ％　

区分
総費用

純損益又は
職員給与費

総費用に占める （参考）

実質収支 職員給与費比率 　　27年度の総費用に

Ａ  



ウ　地域手当（平成29年4月1日現在）

千円

   円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（平成29年4月1日現在）

支給実績（28年度決算） 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（28年度決算） 　円

職員全体に占める手当支給職員の割合（28年度） 　％

手当の種類（手当数）

待機手当

医師及び歯科医師

救急患者等に対処するため、
自宅等で待機をした場合

待機1回につき、1,200円。ただし、次の
各号に掲げる場合にあっては、当該各
号に定める待機１回につき10,000円
(1)　当該月に当番日（休日及び夜間に
おいて入院治療を必要とする重症救急
患者の医療を確保するため、地域内の
病院群が共同連帯して輪番制方式によ
り行う事業の実施日をいう。以下同じ。）
の宿日直勤務が無い場合であって、当
番日に１月当たり３回以上待機したとき
３回目以降の当番日の待機
(2)　当該月に当番日の宿日直勤務が１
回の場合であって、当番日に１月当たり
２回以上待機したとき
２回目以降の当番日の待機
(3)　当該月の当番日の宿日直勤務が２
回以上の場合であって、当番日に待機
したとき
当番日の待機

一般事務員、医療相談員、診療情報管理
士、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技
師、助産師、看護師及び准看護師

待機1回につき　1,200円

解剖死体搬送手当 死体の搬送に従事した職員 死体の搬送に従事した場合 搬送１回に付き　　　　　1,500円

夜間看護手当 助産師、看護師及び准看護師
正規の勤務時間が深夜に割り振
られた場合
（午後10時から翌日午前５時）

深夜の勤務時間が2時間未満
　　　　　　　　勤務1回　2,200円
深夜の勤務時間が2時間以上
　　　　　　　　勤務1回　3,300円

解剖業務手当 医師及び臨床検査技師 死体の解剖業務に従事した場合 死体１体につき　　　　　3,000円

死体処理手当 看護師、准看護師及び看護補助者
死体の清拭等業務に従事した場
合

死体１体につき　　　　　　500円

放射線取扱手当
医師、診療放射線技師、その他放射線業務
に従事する職員

放射線照射業務に従事した場合 日額　400円

分娩業務手当 助産師 分娩業務に従事した場合 分娩１件に付き　　　　　　400円

日額　400円

助産師 助産師業務に従事した場合 日額　400円

一般事務員、医療相談員、診療情報管理
士、一般技術員、栄養士、看護補助者及び
調理師

病院業務に従事した場合 月額　3,000円

医師研究手当 医師及び歯科医師
医学の調査及び研究に従事する
医師及び歯科医師

月額　180,000円

医療業務手当

薬剤師 調剤等業務に従事した場合 日額　500円

臨床検査技師、臨床工学技士、視能訓練
士、看護師及び准看護師

臨床検査、臨床工学、視能訓練、
手術、人工透析業務に従事した
場合

医師確保手当 医師及び歯科医師 医師及び歯科医師 月額　200,000円

医師診療手当 医師及び歯科医師

副院長
理事、医療部長、健診センター長
及び医療技術部長
科部長及び科副部長
医長及び医員

月額　140,000円
月額　130,000円

月額　120,000円
月額　 70,000円

334,409

934,103

100.0

15種類

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

支給対象 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

医　師 16 45 0

支給実績（平成28年度決算） 41,798

支給職員１人当たり平均支給年額（平成28年度決算） 928,844



オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

カ　その他の手当（平成29年4月1日現在）  

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円宿日直手当

・医師　1回      平日20,000円
                    休日25,000円
             月3回以上30,000円
・初期研修医　1回   20,000円
・その他職員　1回     5,900円

異なる
・医師　1回 20,000円
・その他病院職員
　　　　　1回　 5,900円

20,873 316,258

夜間勤務手当 一般会計に同じ 24,040 176,765

管理職員特別勤務手当
・医師　1回          　10,000円
・その他管理職員
　　　           一般会計に同じ

同じ 411 18,682

管理職手当

・副院長　　　 　　    146,400円
・医師部長級　　　    90,000円
・その他管理職員
　          　　 一般会計に同じ

異なる

・給料月額に対する支
給割合
医療職俸給表（一）
5級（伊勢副院長、医師
部長級）
・1種 146,400円
行政職俸給表（一）
8級（伊勢市部長級）
・1種　116,800円
・2種　　94,000円
・3種　　82,200円
行政職俸給表（一）
７級（伊勢市次長級）
・2種　　88,500円
・3種　　77,400円
・4種　　66,400円
行政職俸給表（一）
6級（伊勢市課長級）
・3種　　72,700円
・4種　　62,300円
・5種　　51,900円

17,273 785,136

通勤手当 一般会計に同じ 21,918 73,060

住居手当 一般会計に同じ 23,551 314,013

支給実績
（28年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額
（28年度決算）

扶養手当 一般会計に同じ 33,124 223,811

支給職員１人当たり平均支給年額（27年度決算） 398

手　当　名 内容及び支給単価
国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支給実績（28年度決算） 124,737

支給職員１人当たり平均支給年額（28年度決算） 371

支給実績（27年度決算） 132,707

危険業務従事手当 職員 職員が身体に危害を受けた場合 1件につき　　　　　　　　　3,000円

管理職緊急業務手当 管理職である医師
正規の勤務時間外に救急医療等
の業務に従事した場合

１時間以上の勤務１回につき
　　　　　　　　　　　　　10,000円
6時間を超える勤務1回につき
　　　　　　　　　　　　　15,000円

栄養管理室に勤務する職員 早番勤務に従事した場合

救急診療手当 医師
当直中に救急患者の診療に従事
した場合

患者1人につき　　　　　　3,000円

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

変則勤務手当

健診センター職員
土曜日に人間ドック業務に従事し
た場合

日額　300円看護部の職員
早番又は遅番勤務に従事した場
合



○　職員の人事評価の状況

（1）職員の人事評価の実施状況
　職員の能力・資質、業績、勤務態度等を把握して勤務評定を行い、昇任、配置転換等の人事管理を実施しています。

○　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（1）勤務時間

（2）休暇制度

○　休業の状況

（1）育児休業の状況（平成29年4月1日現在）

○　職員の分限及び懲戒処分の状況

（1）分限処分の状況（平成28年度）

維持することを目的として行う職員に対する不利益処分です。分限処分の種類には、免職、降任及

（2）懲戒処分の状況（平成28年度）

　懲戒処分は、職員が公務員としてふさわしくない非違行為を行った場合に、公務秩序を維持し、

その職員の責任を問うことを目的として行う職員に対する制裁措置をいいます。懲戒処分の種類に

は、免職、停職、減給及び戒告の4種類があります。

合　　　計 0 1 0 0 1

教　　　育 0 0 0 0 0

市長部局など 0 1 0 0 1

　分限処分は、疾病等のため、職員がその職責を十分に果たすことが出来ない場合に、公務能率を

び休職の3種類があります。

区　　　分 免　　職 停　　職 減　　給 戒　　告 合　　計

合　　　計 0 0 12 12

教　　　育 0 0 0 0

市長部局など 0 0 12 12

合　　　計 37 24

区　　　分 免　　職 降　　任 休　　職 合　　計

市長部局など 35 24

教　　　育 2 0

②病気休暇　　：病気療養に必要な期間（90日以内）について有給で与えられます。

③特別休暇　　：特定の事由がある場合に有給で与えられます。結婚休暇、忌引休暇、産前・産後休

　　　　　　　　暇、夏季休暇などがあります。

④介護休暇　　：家族の介護が必要な期間（連続する6月以内）について無給で与えられます。

区　　　分 育児休業 部分休業

　1日の勤務時間は、8時30分から17時15分までを基本とした週38時間45分勤務で、原則週休2日制と

 なっています。市民サービスの向上、業務の効率化などの目的で、勤務時間帯をずらしたり、交替制

 勤務としたりするなど、業務内容によって異なる勤務形態をとっています。

　休暇には大きく次の4つがあります。

①年次有給休暇：1年（暦年）あたり20日間与えられます。使用残日数があるときは、20日を限度と

　　　　　　　　して翌年に繰り越すことができます。



○　職員の服務の状況

　服務に関する基本原則の概要

○　退職管理の状況

（1）退職管理の概要

○　職員の研修の状況

（1）研修実施状況（平成28年度）

①市実施研修状況

人材育成カレッジ 688 23

計 2,236

英会話研修 13 1

女性活躍推進研修 47 1

目からうろこ研修④ 77 4

目からうろこ研修⑤ 107 5

目からうろこ研修② 93 2

目からうろこ研修③ 92 3

新規採用職員研修（福祉施設体験研修） 26 2

目からうろこ研修① 87 1

新規採用職員研修（ごみ収集研修） 26 1

新規採用職員研修（道路維持パトロール研修） 25 1

新規採用職員研修（公務員倫理） 25 1

新規採用職員研修（総合案内研修） 24 1

平成27年度採用職員研修（事業創造研修） 19 2

新規採用職員　採用時研修 39 5

平成24年度新規採用職員研修（消防体験研修） 7 5

平成27年度採用職員研修（コミュニケーション研修） 16 1

人事評価者研修 17 1

保育所危機管理研修 179 1

課長級研修（コーチング研修） 65 1

部長級～係長級研修（ハラスメント防止研修） 394 1

管理職研修（タイムマネジメント研修） 89 1

管理職研修（女性活躍推進研修） 81 1

平成28年4月1日の改正地方公務員法等の施行により、営利企業等に再就職した元職員に対し、離職前の職務に

関して、現職職員への働きかけが禁止されるなど、退職管理の適正化が図られることとなり、伊勢市において

も退職管理の適正化を確保を図っています。

研　　　修　　　名 受講者数
実施日数

(カレッジは回数)

争議行為等の禁止 職員は争議行為等が禁止されています。

守秘義務 職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはいけません。

政治的行為の制限
職員は政党その他の政治団体の結成等に関与する等の政治的行為が禁止されていま
す。

信用失墜行為の禁止
職員は職の信用を傷つけたり、職の全体の不名誉となる行為をしてはい

けません。

営利企業等の従事制限
職員が営利企業等に従事することは制限されており、従事する場合には

許可を受けなければいけません。

基本原則 概　　　　要

職務専念義務
職員は全体の奉仕者として、勤務時間中全力で職務を遂行しなければい

けません。



②派遣研修

○　職員の福祉及び利益の保護の状況

（1）健康に関すること
　労働安全衛生法に基づき、職場における職員の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するため、
安全衛生委員会の開催、健康診断等の安全衛生事業を実施しています。

　地方公務員法第42条に定められる厚生制度を実施するため、職員の福利厚生として健康増進に対して助成しています。

　 補助対象事業

（2）その他の福利厚生

　公務災害補償については、地方公務員災害補償法に基づき地方公務員災害補償基金が、共済制度については、

地方公務員等共済組合法に基づき三重県市町村職員共済組合がそれぞれ主体となり制度を実施しています。

○　公平委員会の報告

　公平委員会の業務の状況（措置要求、不服申立て）
①職員は給与等勤務条件に関して当局が適当な措置を講じるよう公平委員会に要求することができます。
②職員は、懲戒その他意に反する不利益な処分に関して、公平委員会に不服の申立てをすることができます。

　公平委員会の業務の状況（平成28年度実績）

業　務　の　種　別 件　数

勤務条件に関する措置の要求 0

不利益処分に関する不服申立て 0

事業の内容
補助金

(平成28年度決算)

健康増進福利厚生経費
　職員の健康不安を取り、安心して職務に取り組む環境をつくるため、人間ドック
及び脳ドック等にかかる経費の一部を助成しています。

6,528千円

三重県地方自治研究センター 7

その他研修 24

合　　　　　計 172

市町村アカデミー 1

国際文化アカデミー 6

日本経営協会（NOMA） 35

市町総合事務組合 97

自治大学校 2

派　　遣　　先 派遣人数


